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飲酒運転で捕まった人は、

この様な言い訳をしています。

もしも、大切な家族や仲間が飲酒運転の

被害に遭ったら許せる？

もしも自分が飲酒運転をして、大切な家族

や仲間に怪我を負わせてしまったら？

自分が被疑者になったら、被害者やご遺族

だけじゃなく、自分の家族や仲間にも一生消

えない悲しみや、一生背負わなければならな

い責任、苦労が待っているよ。

想像してみよう

飲酒運転している人の車両に乗る行為
飲酒運転をするおそれのある人に酒類を提供する行為
⇒酒酔い ３年以下の懲役

または50万円以下の罰金
⇒酒気帯び ２年以下の懲役

または30万円以下の罰金
飲酒運転をするおそれのある人に車両を提供する行為
⇒酒酔い ５年以下の懲役

または100万円以下の罰金
⇒酒気帯び ３年以下の懲役

または50万円以下の罰金

飲酒運転だけじゃない！こんな行為もダメ！


